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こんなときは必ず届け出を!

被保険者証をなくしたとき 「被保険者証滅失・毀損・再交付申請書」 ただちに P.50 P.84

家族を被扶養者としたいとき
被扶養者からはずすとき

「被扶養者（異動）届」
・離婚の場合は、離婚日がわかる書類を添付してください。

ただちに
P.40〜41
P.44

P.80

被保険者や扶養家族の氏名に
変更があったとき

「被保険者（被扶養者）氏名変更届」 ただちに P.50 P.85

被保険者や扶養家族の病気やけがが、
他人の行為によって生じたとき（交通事
故・傷害事件など）

「第三者の行為による傷害事故届」 ただちに P.66〜67

被保険者の資格を失ったとき
（会社を退職したとき）

「被保険者証」を事業主（人事部門）に返却
（退職日の翌日以降は被保険者証は使用
できません。）

ただちに

退職後も引き続き健康保険に
加入したいとき

＊「任意継続被保険者資格取得申出書」 20日以内 P.69 P.95

被保険者証の検認、更新のため、事
業主から証の提出を求められたとき（検
認や更新を受けないものは無効となり
ます。）

「被保険者証」を事業主（人事部門）に提出 ただちに

届け出るとき 届出・申請書 提出期限 参照頁 届書（申請書）
用紙

※�届出・申請書に添付する必要書類については、参照頁をご覧ください。ご不明な点は、事前に健保組合にご確認ください。
※上記の届け出は会社（人事部門）経由で健保組合へ届け出てください。（＊は直接健保組合へ提出してください。）

届 け 出 は 忘 れ ず に!

◯�届出・申請書は本誌掲載のものをコピーま
たは切り取って、ご使用ください。

（ホームページからも「各種申請書」からダウンロード
できます。）

被扶養者の資格確認調査にご協力ください
―本年度の対象は「配偶者」の方です―

　厚生労働省の通達により健康保険組合は毎年、被扶養者の資格確
認調査を行うことになっています。
　本年度は、下表のとおり「配偶者」の方を対象に、現在も被扶養
者の要件を備えているかどうかの資格確認調査を秋に実施します。
大変お手数をおかけしますが、ご協力をお願いします。

※調査対象者の方には、ご自宅に「確認調書」を送付します。

年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

調査対象
となる
被扶養者

配偶者以外
（18歳未満は
対象外）

配偶者
配偶者以外
（18歳未満は
対象外）

配偶者

43

認定
対象者 就労状況・年齢区分等

必要書類等

備　　考

被
扶
養
者（
異
動
）届

被
扶
養
者
認
定
調
書

続
柄
記
載
の 

住
民
票〈
注
１
〉

（
非
）課
税
証
明
書

離
職
票

雇
用
保
険
受
給
者
証

退
職
証
明
書

廃
業
証
明
書

在
学
証
明
書
ま
た
は

学
生
証
の
写
し

年
金
振
込
通
知
書

（
遺
族
年
金
等
含
む
）

ま
た
は

年
金
額
改
定
通
知
書
の
写
し

配偶者

無職 ◯ ◯ ◎ ◯ △（年金受給
年齢の場合
は必要） 別居の場合は認定調書に別居理由を明記

婚姻による認定のときは、婚姻届受理証
明書等（婚姻日の分かる書類）も添付

就労中（認定基準内の収入）〈注3〉 ◯ ◯ ◎ ◯

自営業〈注3〉

（認定基準内の収入） ◯ ◯ ◎ ◯

1年以内に退職（自営廃業） ◯ ◯ ◎ 〈注2〉

学生 ◯ ◯ ◎ ◯

子

誕生のとき ○
誕生のときは母子手帳の出生届出済証明
頁（写）等も添付

18歳までは異動届に学校名・学年を明記

18歳以上で無職又は就労中の場合は認
定が必要な理由を認定調書に明記

学生以外で別居の場合は認定調書に別
居理由を明記し、直近3か月分の送金証
明書も添付（18歳以上）

18歳未満 ◯ ◎

18歳以上で学生 ◯ ◎ ◯

18歳以上で無職 ◯ ◯ ◎ ◯

18歳以上で就労中〈注3〉

（認定基準内の収入） ◯ ◯ ◎ ◯

18歳以上で1年以内に退職
（自営廃業） ◯ ◯ ◎ 〈注2〉

父

母

祖父

祖母

無職 ◯ ◯ ◎ ◯ △（年金受給
年齢の場合
は必要）

父母又は祖父母が夫婦で同一世帯を構成している場
合は、両者の収入証明・年金振込通知書等も必要

別居の場合は扶養するに至る理由を認定調書に明記
し、戸籍謄本、直近3か月分の送金証明書も添付

送金額は扶養申請対象者の収入を上回ることが条件

就労中（認定基準内の収入）〈注3〉 ◯ ◯ ◎ ◯

1年以内に退職（自営廃） ◯ ◯ ◎ 〈注2〉

弟
妹

孫

18歳未満 ◯ ◯ ◎
父母・兄・姉等が扶養できない理由を
認定調書に明記 

別居の場合は認定調書に別居理由を明
記し、直近3か月分の送金証明書も添
付

18歳以上で無職又は就労中の場合は
認定が必要な理由を認定調書に明記

18歳以上で学生 ◯ ◯ ◎ ◯

18歳以上で無職 ◯ ◯ ◎ ◯

１8歳以上で就労中〈注3〉

（認定基準内の収入） ◯ ◯ ◎ ◯

18歳以上で1年以内に退職
（自営廃業） ◯ ◯ ◎ 〈注2〉

兄
姉

学生 ◯ ◯ ◎ ◯ 父母・弟・妹等が扶養できない理由を認
定調書に明記

別居の場合は認定調書に別居理由を明
記し、直近3か月分の送金証明書も添
付

無職 ◯ ◯ ◎ ◯ △（年金受給
年齢の場合
は必要）

就労中（認定基準内の収入）〈注3〉 ◯ ◯ ◎ ◯

1年以内に退職（自営廃業） ◯ ◯ ◎ 〈注2〉

上記
以外の
親族

18歳未満 ◯ ◯ ◎

同居が扶養認定の条件

配偶者・父母・兄・姉等が扶養できない理
由を認定調書に明記

18歳以上で無職又は就労中の場合は認
定が必要な理由を認定調書に明記

18歳以上で学生 ◯ ◯ ◎ ◯

18歳以上で無職 ◯ ◯ ◎ ◯ △（年金受給
年齢の場合
は必要）

18歳以上で就労中〈注3〉

（認定基準内の収入） ◯ ◯ ◎ ◯

18歳以上で1年以内に退職
（自営廃業） ◯ ◯ ◎ 〈注2〉

＜注1＞�世帯全員の続柄が記載されている住民票を提出してください。
� 養父母、養子等続柄証明が必要な場合は戸籍謄本を添付してください。
＜注2＞�1年以内に退職又は自営業を廃業した人の被扶養者認定を申請するときは下記の該当する資料を提出してください。
� ➡失業給付・給付制限期間のある人�…「離職票」（1）（2）の写しと「誓約書」（「離職票」（1）（2）をハローワークに提出済の場合は「雇用保険受給資格者証」�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の写しを提出してください。）
� ➡失業給付を受給しない人�……………「離職票」（1）（2）の写し又は「雇用保険喪失確認通知書」の写しと「誓約書」
� ➡失業給付の受給を終了した人�………��支給終了印のある「雇用保険受給資格者証」両面の写し
� ➡受給期間を延長する人� ……………��受給期間延長受理印のある「離職票」又は「雇用保険受給者証」の写しと「誓約書」（後日延長通知書提出）
� ➡雇用保険が適用されない人�…………��雇用保険未加入である旨記載した事業主の「退職証明書」又は「給与明細書」3か月分の写し
� ➡自営業廃業�…………………………「個人事業の廃業届出書」の写し
＜注3＞�就労中の場合は直近3か月分の給与明細（写）も添付してください。添付できない場合は、①雇用契約書（写）②今後1年間の収入見込証明
＜注3＞�③年収130万円（180万円）未満とする誓約書を提出していただきます。また、自営業の場合は確定申告書（写）と収支内訳書を添付してください。
＜注4＞�申請されるケースにより、上記以外の証明書類の提出を求めることがあります。

▪被扶養者認定に必要な提出書類等一覧（対象者別）




